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令和７年横審第１５号 

裁    決 

貨物船Ａ引船Ｂ引船列衝突事件 

 

  受  審  人  ａ１ 

    職  名 Ａ船長 

    海技免許 四級海技士（航海） 

  受  審  人  ａ２ 

    職  名 Ａ一等航海士 

    海技免許 四級海技士（航海） 

  受  審  人  ｂ 

    職  名 Ｂ船長 

    操縦免許 小型船舶操縦士 

 

 本件について、当海難審判所は、理事官畑中充出席のうえ審理し、次

のとおり裁決する。 

 

             主    文 

 

 受審人ａ１の四級海技士（航海）の業務を１か月停止する。 

 受審人ｂの小型船舶操縦士の業務を１か月停止する。 

 受審人ａ２を懲戒しない。 

 

             理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 
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 令和６年４月８日０７時３０分半僅か過ぎ 

 千葉県金田漁港北方沖合 

２ 船舶の要目        

  船 種 船 名 貨物船Ａ     

  総 ト ン 数 ５３４トン      

  全   長 ５９.５２メートル      

  機関の種類 ディーゼル機関    

   出   力 ７３５キロワット   

    船 種 船 名 引船Ｂ          台船Ｃ 

    総 ト ン 数 ９.７トン 

  登 録 長  １１.９６メートル 

  全   長              ３５.００メートル 

  機関の種類 ディーゼル機関 

   出     力 ４２３キロワット 

３ 事実の経過 

Ａは、平成３０年１０月に進水した船尾船橋型鋼製貨物船で、船橋

の前部中央部に操舵スタンド、その左舷側にレーダー２台及びＧＰＳ

プロッター、同スタンド右舷側に機関コンソールをそれぞれ備え、ａ

１受審人及びａ２受審人ほか４人が乗り組み、アセトアルデヒド  

１２６トンを積載し、船首２.３メートル船尾４.０メートルの喫水を

もって、令和６年４月５日１２時００分兵庫県姫路港網干区を発し、

千葉港千葉第４区に向かった。 

ところで、Ａの操縦性能は、海上試運転成績表によれば、船首  

２.６１メートル船尾３.６６メートルの喫水のとき、前後進試験で、

前進速力１１.３ノットの状態で後進発令から船体停止までに要した

時間及び同航走距離が２分０２秒及び３９１メートルであり、左旋回
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試験で、速力１１.３ノットの状態から舵角３５度とした際の最大縦

距が１６６メートルで、９０度回頭に要する時間が３８秒であり、右

旋回試験で、速力１１.４ノットの状態から舵角３５度とした際の最

大縦距が１６４メートルで、９０度回頭に要する時間が３９秒であっ

た。 

 また、Ａの船舶所有者が定めた安全管理規程に基づく運航基準には、

船長が、発航前に運航の可否判断を行い、港内の視程が５００メート

ル以下のときには発航を中止しなければならない、航行中に周囲の視

程が２,０００メートル以下となったときには適宜適切な措置をとら

なければならない及び１日に１回以上運航管理者に連絡をする旨がそ

れぞれ記載されていた。 

ａ１受審人は、金田漁港北方沖合に至り、着岸時刻調整のため、翌

６日２２時２５分東京湾東水路中央第３号灯標（以下「東３号灯標」

という。）から１３０度（真方位、以下同じ。）２.１海里の地点で、

左舷錨を投じて錨泊を始め、越えて８日０７時００分頃代理店担当者

に連絡を入れたところ、着岸予定岸壁付近の視程が良い旨を聞き、次

第に海況が悪化する旨の気象予報であったことから、周囲に霧が発生

していたものの、着岸予定岸壁に向けて航行を開始することとし、運

航管理者にファクシミリでその旨を送信した。 

ａ１受審人は、ａ２受審人を船首に配置して出港準備を令し、船橋

で、操舵スタンド左舷側の１号レーダーを１.５海里レンジ、船橋左

舷寄りの２号レーダーを３海里レンジで前方が約４海里まで表示する

オフセンターとし、共にヘッドアップ表示としてそれぞれ作動させて

周囲の状況を確認したところ、０７時２０分自船付近に約５００メー

トルの間隔で点在する複数の錨泊船及び北東方向にＢと同船にえい航

される非自航鋼製台船Ｃとで構成される引船列（以下「Ｂ引船列」と
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いう。）の各映像をそれぞれ探知した。 

ａ１受審人は、霧中信号を行わないまま、１号レーダーでＢ引船列

の動静を監視しながら単独で操船に当たり、視程が約１００メートル

の状況下、０７時２２分揚錨を始め、０７時２５分少し前揚錨を終え、

航行中の動力船であることを示す法定灯火を表示し、危険物積載船で

あることを示す赤灯を点灯して東行を開始した。 

ａ１受審人は、錨泊船の間を航過して着岸予定岸壁に向かうことと

し、０７時２５分僅か前東３号灯標から１２９度２.２海里の地点で、

針路を０５３度に定め、２.０ノットの速力（対地速力、以下同じ。）

から緩やかに増速し、安全な速力としないまま、手動操舵によって進

行した。 

  ａ１受審人は、０７時２６分半僅か過ぎ東３号灯標から１２７度 

２.２海里の地点に至り、５.０ノットの速力に達したとき、Ｂ引船列

が右舷船首２度１,６２０メートルのところとなり、Ｂ引船列と著し

く接近することを避けることができない状況となったが、Ｂ引船列が

その映像のベクトル表示状況から自船の右舷側を航過するものと思い、

針路を保つことのできる最小限度の速力に減じることも、また、必要

に応じて行きあしを止めることもなく続航した。 

  ａ２受審人は、船首甲板での揚錨作業を終えたのち、０７時２７分

頃昇橋して１号レーダーの画面を一見し、Ｂ引船列が、その映像のベ

クトル表示状況から、自船の右舷側を航過するものと考え、その旨を

ａ１受審人に報告してから２号レーダーの前に移動し、Ｂ引船列以外

の他船の有無等の確認を始めた。 

ａ１受審人は、いつしかＢ引船列のレーダー映像のベクトル表示

が消えた状態で、０７時２９分僅か前増速を終えて速力を７.９ノッ

トとし、０７時２９分僅か過ぎ東３号灯標から１２０度２.３海里の



- 5 - 

地点に至って船間距離を設けるため、針路を０２８度に転じたのち、

Ｂ引船列のレーダー映像が消えたが、船間距離を設けたものと判断し

て元の針路に戻すこととし、０７時３０分僅か過ぎ東３号灯標から 

１１６度２.３海里の地点で、針路を０４０度に転じたところ、０７

時３０分半僅か前船首至近にＣを認め、機関を全速力後進にかけたも

のの、及ばず、０７時３０分半僅か過ぎ東３号灯標から１１４度  

２.３海里の地点において、Ａは、船首が０４２度を向いたとき、原

速力のまま、その船首がＣの左舷船首部に、後方から８７度の角度で

衝突した。 

当時、天候は霧で風力１の東北東風が吹き、視程は約１００メート

ルで、潮候は下げ潮の中央期にあたり、千葉県木更津市、同県袖ケ浦

市及び同県市原市に濃霧注意報並びに関東海域に海上濃霧警報がそれ

ぞれ発表されていた。 

また、Ｂは、船体中央やや船首寄りに操舵室を設けた鋼製引船で、

同室中央に舵輪、その左舷側にレーダー及びＧＰＳプロッター、舵輪

右舷側に機関遠隔操縦レバーをそれぞれ備え、ｂ受審人が１人で乗り

組み、船首０.４メートル船尾１.８メートルの喫水をもって、作業員

１人を乗せ、空船のまま、船首尾０.９メートルの等喫水となった長

さ３５メートル幅１１メートルのＣの船首からＶ字型に係止した直径

３８ミリメートル長さ１５メートルの合成繊維製索の先端に、同じ太

さの合成繊維製えい航索をつなぎ、自船の船尾からＣの船尾までの距

離が約７０メートルの引船列を構成し、同月８日０６時４０分千葉港

千葉第４区を発し、京浜港横浜第３区に向かった。 

ｂ受審人は、レーダーを１海里レンジでヘッドアップ表示として

作動させ、他の物件をえい航する航行中の動力船であることを示す法

定灯火を表示して操舵室右舷船尾側上方に青色回転灯を点灯したもの
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の、Ｃに他の船舶に引かれている船舶の法定灯火を表示しないまま、

千葉港を西行したのち、０７時２４分半僅か過ぎ東３号灯標から  

１０５度２.７海里の地点で、針路を２２８度に定め、６.０ノットの

速力で、手動操舵によって進行した。 

ｂ受審人は、０７時２６分半僅か過ぎ東３号灯標から１０８度 

２.６海里の地点に達したとき、右舷船首７度１,６２０メートルのと

ころにＡのレーダー映像を初めて探知し、Ａと著しく接近することを

避けることができない状況となったが、同映像の方位変化状況から、

まだ距離があるので、右転して船間距離を設ければ無難に航過するこ

とができるものと思い、針路を保つことのできる最小限度の速力に減

じることも、また、必要に応じて行きあしを止めることもなく進行し

た。 

こうして、ｂ受審人は、０７時２７分半僅か過ぎ東３号灯標から

１１０度２.６海里の地点で、針路を２５８度に転じて続航し、０７

時３０分半僅か前船首至近にＡを認め、機関回転数を上げて右舵一杯

としたものの、及ばず、Ｂ引船列は、Ｂが３２５度を向き、Ｃが  

３１５度を向いたとき、原速力のまま、前示のとおり衝突した。 

衝突の結果、Ａは球状船首に凹損を生じ、Ｂ引船列はＣの左舷船

首部外板に凹損を生じたが、のちに修理された。 

 

（航法の適用） 

 本件は、霧で視界制限状態となった金田漁港北方沖合において、東行

するＡと西行するＢ引船列が衝突したもので、衝突地点付近は特別法で

ある海上交通安全法の適用海域であるが、同法には本件に適用される航

法規定がないので、一般法である海上衝突予防法（以下「予防法」とい

う。）が適用されることとなり、両船が霧で互いに視野の内になかった
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ことから、予防法第１９条によって律するのが相当である。 

 

 （原因の考察） 

 本件は、霧で視界制限状態となった金田漁港北方沖合において、東行

するＡと西行するＢ引船列が衝突したもので、事実の経過で示したとお

り、両船が、互いの存在をレーダーのみで探知しており、Ａが抜錨して

航行を開始したときには、Ｂ引船列と著しく接近することとなる状況で

あったものと認められる。 

Ａは、その後東行したのちに左転しており、予防法第１９条第５項第

１号の他の船舶が自船の正横より前方にある場合において針路を左に転

じることを禁止する規定に違反しているが、既に両船が著しく接近する

ことを避けることができない状況であり、予防法第１９条第６項の規定

に基づく適切な措置を執っていれば、本件発生が回避できたものと認め

られる。 

 したがって、Ａの左転は、本件発生に至る過程で関与した事実である

が、ａ１受審人の行為と本件に相当な因果関係があったとは認められな

い。 

 また、霧のため、視界が約１００メートルの状況であったことは、Ａ

の運航基準記載の発航可否及び航行継続の判断基準に抵触しており、当

時、ａ１受審人が、このことを承知のうえで発航したことは、本件発生

に至る過程で関与した事実であるが、運航基準の遵守違反の行為自体と

本件の発生原因に直接の因果関係の相当性があったとは認められない。 

 したがって、ａ１受審人が、運航基準を遵守せずに発航したことは、

本件発生の原因とならないが、海難防止の観点から是正されるべき事項

である。 
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（原因及び受審人の行為） 

 本件衝突は、関東海域に海上濃霧警報が発表されている状況下、視界

制限状態となった金田漁港北方沖合において、東行するＡが、レーダー

でＢ引船列を探知したのち、霧中信号を行うことも安全な速力とするこ

ともせず、Ｂ引船列と著しく接近することを避けることができない状況

となった際、針路を保つことができる最小限度の速力に減じず、また、

必要に応じて行きあしを止めなかったことと、西行するＢ引船列が、レ

ーダーでＡを探知し、Ａと著しく接近することを避けることができない

状況となった際、針路を保つことができる最小限度の速力に減じず、ま

た、必要に応じて行きあしを止めなかったこととによって発生したもの

である。 

 ａ１受審人は、関東海域に海上濃霧警報が発表されている状況下、視

界制限状態となった金田漁港北方沖合において、レーダーでＢ引船列を

探知したのち、霧中信号を行うことも安全な速力とすることもせずに東

行中、Ｂ引船列と著しく接近することを避けることができない状況とな

った場合、針路を保つことができる最小限度の速力に減じ、また、必要

に応じて行きあしを止めるべき注意義務があった。ところが、同人は、

Ｂ引船列がその映像のベクトル表示状況から自船の右舷側を航過するも

のと思い、針路を保つことができる最小限度の速力に減じず、また、必

要に応じて行きあしを止めなかった職務上の過失により、Ｂ引船列との

衝突を招き、Ａ及びＣにそれぞれ損傷を生じさせるに至った。 

 以上のａ１受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、 

同法第４条第１項第２号を適用して同人の四級海技士（航海）の業務を

１か月停止する。 

 ｂ受審人は、関東海域に海上濃霧警報が発表されている状況下、視界

制限状態となった金田漁港北方沖合において、西行中、レーダーでＡを
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探知し、Ａと著しく接近することを避けることができない状況となった

場合、針路を保つことができる最小限度の速力に減じ、また、必要に応

じて行きあしを止めるべき注意義務があった。ところが、同人は、Ａの

レーダー映像の方位変化状況から、まだ距離があるので、右転して船間

距離を設ければ無難に航過することができるものと思い、針路を保つこ

とができる最小限度の速力に減じず、また、必要に応じて行きあしを止

めなかった職務上の過失により、Ａとの衝突を招き、Ａ及びＣにそれぞ

れ損傷を生じさせるに至った。 

 以上のｂ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、 

同法第４条第１項第２号を適用して同人の小型船舶操縦士の業務を  

１か月停止する。 

 ａ２受審人の行為は、本件発生の原因とならない。 

 

 よって主文のとおり裁決する。 

 

    令和７年１０月２１日 

     横浜地方海難審判所 

        審 判 長 審 判 官  上  羽  直  樹   

 

             審 判 官  米  倉     毅 

 

             審 判 官  髙  木  省  吾 

 


